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第
七
章

農
林
業
関
係
機
関
と
団
体

概
況

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
五
日
の
太
平
洋
戦
争
終
結
を
境
に
、
農
業
経
営
の
抜
本
的
な
改
革
が
始
ま
っ
た
。
第
一
に
農
地
開
放
が
あ
る
。

つ
ぎ
に
農
業
協
同
組
合
法
の
制
定
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
う
制
度
上
の
改
革
が
急
テ
ン
ポ
で
進
め
ら
れ
た
。

終
戦
前
後
に
お
け
る
食
糧
危
機
を
克
服
す
る
た
め
の
主
食
重
点
の
農
作
物
の
転
換
、
衣
料
不
足
に
伴
う
養
蚕
の
奨
励
な
ど
水
田
皆
無
の

本
村
で
も
、
米
麦
の
代
わ
り
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
馬
鈴
薯
、
ソ
バ
、
キ
ビ
な
ど
の
穀
類
の
増
産
に
拍
車
を
か
け
て
い
た
。

戦
時
中
、
青
壮
年
の
多
く
は
戦
場
に
狩
り
出
さ
れ
、
婦
女
子
は
軍
需
工
場
へ
徴
用
と
な
り
、
本
村
の
農
林
業
は
高
年
齢
層
の
男
女
が
主

力
だ
っ
た
。
終
戦
と
同
時
に
青
壮
年
が
復
員
し
て
き
て
食
糧
増
産
、
林
業
、

養
蚕
の
担
い
手
に
代
わ
っ
た
。

本
村
の
農
林
業
に
関
係
す
る
機
関
と
団
体
は
、
米
軍
の
占
領
下
に
お
け
る
特
殊
な
状
況
の
中
で
“
主
権
在
民"

の
民
主
主
義
に
生
ま
れ

変
わ
っ
た
平
和
国
家
日
本
の
新
憲
法
に
基
づ
い
て
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。

昭
和
二
十
年
八
月
二
十
八
日
の
全
国
農
業
会
会
長
会
議
で
新
農
業
政
策
綱
領
が
決
議
さ
れ
、
農
業
に
よ
る
国
家
の
生
産
基
盤
が
確
立
し
、

農
業
立
国
の
国
是
を
明
確
に
す
る
た
め
の
農
地
の
適
正
配
分
と
土
地
改
良
の
徹
底
が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。

Q
特
に
農
地
解
放
は
、G H

の
「
農
地
改
革
に
関
す
る
覚
書
」
の
交
付
に
よ
る
即
実
行
の
至
上
命
令
で
あ
っ
た
。
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農
地
解
放
、
農
業
会
の
解
散
に
伴
う
農
業
協
同
組
合
の
設
立
、

養
蚕
お
よ
び
蚕
種
組
合
の
充
実
、

森
林
組
合
の
改

革
、

酪
農
組
合
の
設

立
、

農
地
お
よ
び
農
業
の
改
革
な
ど
占
領
下
に
お
け
る
国
内
の

農
業
・

林
業
団
体
の

抜
本
的
な
改
革
が

急
速
に
進
め
ら
れ
た
時
期
で
あ
っ

た
。昭
和
二
十
五
年
六
月
二
十
五
日
の
朝
鮮
動
乱
勃
発
に
端
を
発
し
て
国
際
情
勢
の
急
変
に
伴
い
、
農
業
立
国
の
姿
が
日
増
し
に
崩
れ
、
第

二
次
産
業
へ
移
行
し
た
。
三
十
年
代
か
ら
四
十
年
代
に
か
け
て
の
経
済
成
長
期
を
迎
え
て
本
村
か
ら
戦
時
中
の
よ
う
に
若
者
た
ち
は
再
び

村
を
去
っ
て
い
っ
た
。

青
壮
年
が
主
力
だ
っ
た
本
村
の
各
種
農
林
に
関
係
す
る
団
体
は
、
昭
和
三
十
年
前
半
ま
で
の
よ
う
な
精
彩
は
す
っ
か
り
失
わ
れ
、
生

産
の
場
で
あ
っ
た
富
士
北
ろ
く
の
広
大
な
樹
林
も
観
光
開
発
の
拠
点
に
移
り
変
わ
っ
た
。
戦
後
、

発
足
し
た
農
業
協
同
組
合
も
生
産
増
強

と
は
反
対
に
生
産
調
整
の
場
と
な
り
、

豊
か
な
農
村
生
活
を
営
む
た
め
の
金
融
機
関
、
生
活
必
需
品
を
購
入
す
る
公
益
施
設
に
変
容
し

た
。
青
壮
年
は
地
元
企
業
の
誘
致
で
村
に
帰
っ
き
た
も
の
の
大
半
は
会
社
や
誘
致
工
場
に
勤
務
し
、
農
業
に
従
事
す
る
村
民
は
平
均
六
十

五
歳
の
高
年
齢
層
で
あ
る
。
「
こ
れ
か
ら
の
農
業
は
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
」
と
日
本
全
体
の
農
業
人
の
共
通
の
不
安
を
抱
え
て
、
所
属
す

る
団
体
に
加
入
し
て
善
後
策
を
講
じ
て
い
る
の
が
現
況
で
あ
る
。

なお
鳴
沢
村
、
河
口
湖
町
船
津
、
小
立
地
区
、
勝
山
村
、
足
和
田
村
大
嵐
地
区
の
共
有
財
産
の
権
益
を
も
つ
鳴
沢
村
ほ
か
一
町
ニ
カヵ
村

恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
は
、
木

炭
、
薪
、
林
産
加
工
品
の
低
落
に
伴
い
、
県
有
林
の
多
目
的
利
用
と
保
護
育
成
に
努
め
て
レ
ジ
ャ
ー
産

業
の
推
進
に
よ
る
借
地
補
償
料
の
増
収
、

盆
栽
、

植
え
木
用
の
苗
の
増
植
販
売
で
新
し
い
収
入
の

道
を
開
い
て
い
る
。
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農
業
委
員
会

農
地
委
員
会
の

設
立

Q
昭
和
二
十
年
十
二
月
九
日
、 HG

の
「
農
地
改
革
に
関
す
る
覚
書
」
交
付
に
基
づ
き
、

本
村
の

農
地
解
放
に
着
手
し
た
の
は
同
二
十

二
年
三
月
二
十
一
日
以
降
で
あ
る
。
第
一
次
農
地
調
整
法
改
正
が
国
会
で
可
決
さ
れ
、
施
行
と
同
時
に
全
国
都
道
府
県
の
市
町
村
が
一
斉

に
農
地
委
員
会
を
設
立
し
て
実
施
さ
れ
た
。

本
村
の
農
地
委
員
会
は
昭
和
二
十
二
年
三
月
二
十
一
日
に
村
役
場
に
設
置
さ
れ
、
九
名
の
農
地
委
員
が
選
任
さ
れ
た
。
地
主
・
小
作
人

の
貸
借
関
係
に
あ
っ
た
農
地
を
小
作
人
名
儀
に
登
記
し
な
お
す
農
地
調
整
を
主
と
す
る
事
務
の
取
り
扱
い
と
調
停
が
早
い
速
度
で
進
め
ら

れ
た
。
そ
の
間
、

農
地
委
員
は
同
二
十
六
年
七

月
二
十
六
日
ま
で
三
回
に
わ
た
っ
て
改
選
さ
れ
た
。

歴
代
の
農
地
委
員
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

○
第
一
期
(
昭
和
2
年
3
月
2
4
日
～
同
年1 0

月
2 14
日
)

渡
辺
和
一

郎
、
三
浦
直

作、
小
林
皇
士

郎
、
渡
辺
菊

雄、
小
林
八

郎、
渡
辺
正

明、
渡
辺
卯
多

美、
佐
藤
好

蔵、
渡
辺
久
徳

〇○
第
二
期
(
昭
和
2
年1 0

月
2
日
～
同
2 4
年
8
月3 1

日
)

三
浦
直

作、
渡
辺
一
明
、

渡
辺
和
一

郎、
渡
辺
久
徳
、
渡
辺
卯
多
美
、
渡
辺
正

明、
渡
辺
孝

夫、
小
林
皇
士

郎
、
渡
辺
菊

雄、
佐
藤
好
蔵

〇
第
三
期
(
昭
和
2 4
年
9
月
1
日
～

同
2 6
年
7
月2 6

日
)

渡
辺
貴
広
、
佐
藤
好

蔵、
梶
原
徳
忠
、
三
浦
富
作
、
渡
辺
久
徳
、
小
佐
野
辰

信、
渡
辺
市

蔵、
渡
辺
弥
太
郎
、
小
林
修
多
、

小
佐
野
亥
作

農
業
委
員
会
の
発
足



-‒1002-

戦
後
の
主
要
食
糧
の
確
保
と
推
進
役
を
つ
と
め
た
農
業
調
整
委
員
会
は
、
農
地
改
革
が
順
調
に
進
み
、

食
糧
事
情
も
好
転
に
向
か
い
つ

つ
あ
る
状
況
の
中
で
、

昭
和
二

十
五
年
四
月
一
日
か
ら
発
足
し
た
が
、

農
地
委
員
会
、

農
業
調
整
委
員
会
、
さ
ら
に
農
業
改
良
と
農
民
の

生
活
の
改
善
な
ど
を
目
的
と
し
た
農
業
改
良
委
員
会
が
発
足
し
た
。

三
者
三

様
の
公
的
機
構
の
農
業
関
係
機
関
も
、
昭
和
二
十
六
年
三

月
三
十
一
日
で
失
効
と
な
っ
た
主
要
食
糧
の
配
給
制
度
に
代
わ
る
法

制
的
措
置
を
と
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
こ
で
農
林
省
は
、
従
来
の
三
つ
の
所
掌
事
務
に
農
業
の
自
主
的
な
計
画
化
の
機
能
を
持
た
せ
る

た
め
の
農
業
委
員
会
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
、

昭
和
二
十
六

年
二
月
二
十
一
日
第
十
通
常
国
会
に
農
業
委
員
会
法
を
提
出
し
た
。

従
来
の
三
委
員
会
は
、
期
の
経
過
と
と
も
に
そ
の
役
割
を
十
分
に
果
た
し
、

所
掌
事
務
の
範
囲
も
自
ら
限
定
さ
れ
、

相
互
に
関
連
を
も

た
な
い
た
め
の
組
織
上
の

簡
略
化
を
図
り
な
が
ら
民
主
主
義

の
原
則
に
従
っ
て
農
民
の
代
表
機
関
と
し
て
の
再
編
成
が
農
業
委

員
会
の
な

か
で
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

同
委
員
会
は
農
業
全
般
に
か
か
わ
る
事
業
を
立
案
し
施
行
す
る
執
行
機
関
と
な
っ
た
。
具
体
的
な
事
業
を
あ
げ
る
と
〇

自
作
農
創
設
維

持
〇
農
地
等
の
利
用
関
係
の
調
整
〇
土
地
改
良
事
業
〇
交
換
分
合
に
関
す
る
調
整
事
務
〇
小
作
地
調
停
〇
諮
問
機
関
と
し
て
の
土
地
の
開

発
、
改
良
、
保
全
そ
の
他
の
生
産
条
件
の
整
備
○
農
業
技
術
の
改
良
〇
そ
の
他
農
業
生
産
に
関
す
る
事
項
〇
農
畜
産
物
の
加
工
流
通
に
関

す
る
事
項
〇
農
業
振
興
に
関
す
る
振
興
計
画
〇
地
方
公
共
団
体
の
代
表
者
に
建
議
し
た
り
、
諮
問
に
応
じ
た
り
す
る
。

こ
の
法
案
は
同
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
に
公
布
、
即
日
施
行
さ
れ
た
。
農
業
委
員
会
法
の
施
行
に
伴
い
、
昭
和
二
十
六
年
七
月
二
十

日
、

市
町
村
農
業
委
員
会
が
発
足
し
た
。
本
村
の
農
業
委
員
会
は
村
役
場
に
設
置
さ
れ
、

同
月
二
十
七
日
の
農
業
委
員
選
挙
で
次
の
十
五

名
の
委
員
が
選
ば
れ
た
。
(
任
期
三
年
)

▼
会
長

小
林
義
貞

副
会
長

渡
辺
貴
広

委
員

渡
辺
弥
太

郎、
渡
辺
国

育、
渡
辺
依
由
、
渡
辺
国
孝
、
渡
辺
勝
利
、
渡
辺
佑

吉、
渡
辺
喜

明
、

梶
原
千
秋
、
渡
辺
正
、

小
林
武

頼、
渡
辺
尊
睦
、

渡
辺
寅
雄
、
渡
辺
武
正
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同
委
員
会
の
正
副
会
長
は
第
一
回
の
農
業
委
員
会
の
会
合
で
互
選
さ
れ
た
が
、
公
職
選
挙
法
に
基
づ
い
て
実
施
さ
れ
た
農
業
委
員
選
挙

で
は
定
数
十
五
名
に
対
し
十
七
名
が
立
候
補
し
て
争
っ
た
。
こ
の
年
か
ら
昭
和
五
十
九
年
七
月
二
十
日
の
改
選
ま
で
十
二
回
改
選
さ
れ
て

い
る

が
、

農
業
委
員
会
法
の
改
正
で
農
業
共
済
組
合
、

村
議
会
、

鳴
沢
・
大
田
和
両
農
協
推
せ
ん
の
農
業
委
員
が
加
わ
り
定
数
を
維
持
し

て
い
る
。

農
産
物
の
生
産
調
整
の
時
代
を
迎
え
た
昭
和
四
十
年
後
半
か
ら

農
業
委
員
会
の
業
務
内
容
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。

〇
農
地
転
用
等
の
許
可
申
請
の
処
理
〇
農
地
所
有
権
の
移
転
手
続
き
事
務
〇
農
地
使
用
貸
借
契
約
事
務
〇

農
業
者
年
金
の
手
続
き
事
務

○
土
壌
改
良
の
事
務
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
現
在
も
業
務
の
ト
ッ
プ
を
占
め
て
い
る
の
は
「
農
地
転
用
」
で
あ
る
。
農
地
を
宅
地
に

替
え
る
な
ど
の
許
可
申

請
が
年
間
二
十
件
か
ら
三
十
件
ぐ
ら
い
は
あ
る
と
い
う
。
つ
ぎ
に
多
い
の
は
「
農
地
の
貸
借
契
約
」
の
申
請
件
数

で
年
に
十
五
件
ぐ
ら
い
あ
る
と
い
う
。

水
田
の
な
い
本
村
の
農
民
は
、
休
耕
田
に
な
っ
て
い
る
南
都
留
地
区
、
遠
く
は
静
岡
県
の
富
士
市
、
富
士
宮
市
の
農
家
と
貸
借
契
約
を

結
び
、

通
勤
ま
た
は
泊
ま
り
が
け
で
出
か
け
て
行
っ
て
野
菜
作
り
を
し
て
い
る
。

本
村
で
は
、
こ
れ
ら
の
農
作
業
を
「
出
作
」
と

呼
ん
で

い
る
。
連
作
が
で
き
な
い
本
村
の
休
耕
の
畑
地
を
多
目
的
に
利
用
し
て
い
る
人
も
い
て
、
農
地
の
貸
借
契
約
件
数
が
年
ご
と
に
ふ
え
て
い

る

e。

o

一
方
で
は
、

農
業
の
先
行
き
の
不
安
と
高
齢
化
社
会
を
反
映
し
て
、

農
業
者
年
金
の
加
入
者
は
本
村
の
農
民
の
九
〇
%
を
占
め
、

農
業

委
員
会
事
務
局
の
窓
口
に
は
日
に
一
件
か
ら
五
件
ぐ
ら
い
年
金
の
問
い
合
わ
せ
が
あ
る
と
い
う
。

歴
代
農
業
委
員

昭
和
二
十
六
年
七
月
二
十
七
日
、

前
述
の
第
一
期
の
農
業
委
員
の
選
出
を
除
き
、
第
二
期
の
農
業
委
員
選
出
か
ら
現
在
ま
で
の
歴
代
農

業
委
員
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
(
カ
ッ
コ
内
任
期
)
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○
第
二
期
(
昭
和
二
十
九
年
七
月
二
十
日
～
三
十
二
年
七
月
十
九
日
)

▼
会
長

渡
辺
勝
利
▼
委
員

渡
辺
和
一
郎
、
渡
辺
佑
吉
、
清
水
政
由
、
渡
辺
貴
広
、
小
林
昭
慶
、
佐
藤
伊
作
、
渡
辺
公
達
、
佐
藤
富
寿
、
小
林

義
貞

渡
辺
頼
恵
、
田
中
良
一
、
梶
原
徳
忠

○
第
三
期
(
昭
和
三
十
二
年
七
月
二
十
日
～

同三
十
五
年
七
月
十
九
日
)

▼
会
長

渡
辺
貴
広

委
員

田
中
良
一
、
渡
辺
正
徳
、
渡
辺

清、
渡
辺
公

達
、
三
浦
金

重
、
渡
辺
正
明
、
三

浦
富

作
、

小
林
皇
士

郎
、

渡
辺
卯

近
、
渡
辺
勝

利、
梶
原
千
秋
、
渡
辺
和
一
郎
、

渡
辺
卯
多
美

〇
第
四
期
(
昭
和
三
十
五
年
七
月
二
十
日
～
同
三
十
八
年
七
月
十
九
日
)

▼
会
長
三
浦
富
作
▼
委
員

渡
辺
清

小
林
皇
士
朗
、
渡
辺
仁
太
郎
、

渡
辺
卯
多

美
、

渡
辺
清

輝、
渡
辺
正

明、
清
水
啓
一
、
三
浦
金
重
、
渡

辺
卯
近
、
田
中
良
一

渡
辺
正
徳
、
三
浦
初
男
、
渡
辺
公
達

〇
第
五
期
(
昭
和
三
十
八
年
七
月
二
十
日
～
同
四
十
一
年
七
月
十
九
日
)

▼
会
長

田
中
良
一
▼
委
員

渡
辺
卯
近
、
渡
辺
仁
太
郎
、
渡
辺
建
一
、
渡
辺
晋
彬
、
渡
辺
清

輝
、
清
水
啓
一
、
渡
辺
賀
一
、
三
浦
金

重、
渡
辺

富
士

男、
三

浦
初
男
、
三
浦
富

作、
渡
辺
均
、
渡
辺
辰
治

○
第
六
期
(
昭
和
四
十
一
年
七
月
十
日
～
同
四
十
四
年
七
月
十
九
日
)

▼
会
長

渡
辺
清
輝
▼
委
員
三

浦
保
、

渡
辺
賀
一
、

渡
辺
建
一
、

渡
辺
正

平
、

清
水
春
雄
、

渡
辺
正

德
、

渡
辺
富
士
男
、
三
浦
初
男
、

渡
辺
栄

太
郎

三
浦
富
作
、
渡
辺
和
一

郎、
渡
辺
聖
俊
、
渡
辺
聖
貴
雄

○
第
七
期
(
昭
和
四
十
四
年
七
月
二
十
日
～
同
四
十
七
年
七
月
十
九
日
)

▼
会
長

渡
辺
和
一
郎

▼
委
員

三
浦
保
、
三
浦

誠、
三
浦
祐
松
、
渡
辺
賀
一
、

小
林
一

吉、
清
水
春

雄、
渡
辺
正
徳
、

渡
辺
富
士
男
、
三

浦

初
男

渡
辺
建
一
、
三
浦
富

作、
渡
辺
正

平、
田
中
良
一

○
第
八
期
(
昭
和
四
十
七
年
七
月
二
十
日
～
同
五
十
年
七
月
十
九
日
)

▼
会
長

小
林
善
恵

▼
委
員

渡
辺
茂
、
小
林
一

吉、
三
浦
保
、
小
林
豊
孝
、
三
浦

誠
、
小
林
昭

輪、
三
浦
初
男
、
渡
辺
月
丸
、
渡
辺
聖
貴
雄

小
林
玲
作
、
小
林
徳

兆、
渡
辺
常
雄
、
渡
辺
芳
郎

○
第
九
期
(
昭
和
五
十
年
七
月
二
十
日
～
同
五
十
三
年
七
月
十
九
日
)

▶
会
長

渡
辺
勝
寿
▼
委
員

渡
辺
良
忠
、
三
浦
俊
夫
、
三
浦
保
、
梶
原
先
勝
、
渡
辺
常
雄
、
渡
辺
勝
市
、
渡
辺
茂
、
渡
辺
正
徳
、
三
浦
誠

小
林
昭
輪
、
渡
辺
友
三
、
渡
辺
正
平
、
小
林
一
吉
、
渡
辺
幸
美
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○
第
十
期
(
昭
和
五
十
三
年
七
月
二
十
日
～
同
五
十
六
年
七
月
十
九
日
)

▼
会
長

小
林
孝
敏

■
委
員

小
林
静
作
、
小
林
茂
雄
、
三
浦
保
、

小
林
静
男
、

小
林
洋
一
、

渡
辺
寿
美
、
渡
辺
勝
市
、
渡
辺
良
忠
、
渡
辺
利

正
、
渡
辺
泰
一
、
渡
辺
友
三
、
渡
辺
幸
美
、
渡
辺
常
雄

○
第
十
一
期
(
昭
和
五
十
六
年
七
月
二
十
日
～
同
五
十
九
年
七
月
十
九
日
)

▼
会
長

渡
辺
聖
俊

▼
委
員

渡
辺
利
正
、

佐
藤
秀
恵
、

渡
辺

長、
三
浦
実
、

渡
辺
雄

司、
渡
辺
至
、

渡
辺
寿
美
、
渡
辺
正
寅
、
小
林
安
男
、

小
林
静
男
、

小
林
静
作
、
渡
辺
建
一
、
渡
辺
隆
弥

○
第
十
二
期
(
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
二
十
日
～
同
六
十
二
年
七
月
十
九
日
)

▼
会
長

小
林
徳
兆
(
昭
和
五
十
九
年
十
一
月
死
亡) ▼

後
任
会
長

三
浦
祐
松

▼
委
員

渡
辺
至
、

渡
辺
忠
重
、
三
浦

実
、

佐
藤
秀
恵
、
渡

辺
正
寅

小
林
安
男
、
三
浦
良
雄
、
渡
辺
利
正
、
渡
辺
寿
美
、

渡
辺
泰
一
、

渡
辺
隆
弥
、

渡
辺
雄
司

〇
第
十
三
期
(
昭
和
六
十
二
年
七
月
二
十
日
～
同
六
十
五
年
七
月
十
九
日

▼
会
長

渡
辺
友
三

▼
委
員

渡
辺
正
寅
、
渡
辺
喜

賴、
小
林
禮
一
、
渡
辺
至
、
三
浦
一
、
佐
藤
光

徳
、
渡
辺
忠

重、
渡
辺
繁

樹、
小
林
久

憲
、

渡
辺
雄
司
、

小
林
安
男
、

渡
辺
喜
市

農
業
協
同
組

合

)Q
昭
和
二
十
年
十
二

月
九
日
、

占
領
軍
総
司
令
部 G H

(
は
日
本
政
府
に
対
し
、

農
地
改
革
の
覚
書
を
交
付
、

史
上
初
め
て
の
農
地

解
放
の
幕
を
開
け
た
。
地
主
・
小
作
の
封
建
制
度
に
初
め
て
メ
ス
を
入
れ
た
画
期
的
な
農
民
解
放
指
令
で
あ
っ
た
。

同
時
に
①

農
業
的
利
害
か
ら
支
配
さ
れ
な
い
自
由
で
民
主
的
な
団
体
運
営
②
農
民
の
経
済
的
、
文
化
的
向
上
に
奉
仕
す
べ
き
農
村
協

Q
同
組
合
運
動
の
譲
成
計
画
‒
の
提
出
を
求
め
て
き
た
。 H

G
の
覚
書
は
日
本
政
府
と
協
議
の
上
、
修
正
を
か
さ
ね
て
昭
和
二
十
二
年
十

一
月
十
九
日
、
農
業
協
同
組
合
法
が
公
布
さ
れ
、
同
年
十
二
月
十
五
日
施
行
と
な
っ
た
。

こ
の
新
し
い
協
同
組
合
法
の
特
質
は
①

府
、
官
僚
の
干
渉
が
及
ば
な
い
自
主
、
自
由
の
原
則
を
基
に
設
立
す
る
②
地
主
、
ま
た
は
農
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民
で
な
い
者
に
支
配
さ
れ
な
い
民
主
的
な
組
織
に
す
る
こ
と
を
原
則
と
し
た
。
昭
和
二
十
三
年
の
時
点
で
山
梨
県
内
に
設
立
さ
れ
た
総
合

農
業
協
同
組
合
の
数
は
二
百
五
十
二
組
合
(
『
山
梨
県
政
百
年
史

』)
に
達
し
、

農
協
法
の
施
行
以
来
わ
ず
か
一
年
で
全
国
的
な
規
模
で
総
合

農
協
が
設
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
山
梨
県
の
場
合
も
、

県
は
指
導
助
言
的
な
立
場
を
と
り
、

県
知
事
の
認
可
で
農
協
組
織
の
設
立
に
協
力

し
た
。

鳴
沢
農
業
協
同
組
合
設
立

昭
和
二
十
三
年
三
月
二
十
八
日
、
鳴
沢
農
業
協
同
組
合
が
設
立
さ
れ
た
。
当
時
の
県
知
事
は
吉
江
勝
保
。
南
都
留
郡
下
の
各
町
村
と
ほ

ぼ
歩
調
を
合
わ
せ
て
の
ス
タ
ー
ト
だ
っ
た
。

本
村
は
、
旧
来
か
ら
鳴
沢
と
大
田
和
は
そ
れ
ぞ
れ
生
活
の
基
盤
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
各
種
団
体
と
も
鳴
沢
地
区
と
大
田
和
地
区
に
分

か
れ
て
運
営
さ
れ
て
き
た
。
村
一
本
の
か
た
ち
の
総
合
農
協
の
設
立
と
あ
っ
て
同
年
一
月
初
め
ご
ろ
か
ら
両
地
区
の
農
民
代
表
が
何
回
か

会
合
を
開
き
、

農
協
設
立
に
伴
う
財
産
、
人
事
、

統
制
下
に
お
け
る
生
活
必
需
品
の
取
り
扱
い
事
務
、

出
資
金
な
ど
の
問
題
を
協
議
し
、

三
月
二
十
八
日
の
創
立
総
会
で
、

加
入
組
合
員
数
三

百
三
十
一
名
、

出
資
金
十
八
万
一
千
二

百
円
(
六
百
四
口
)
と

し
、

事
務
所
を
鳴
沢

農
業
会
(
木
造
二
段
建
て
二
十
七
坪
)
に
置
い
た
。
創
立
総
会
で
全
組
合
員
の
投
票
で
理
事
八
名
、

監
事
三
名
の
役
員
を
選
出
し
た
。

そ
の
結
果

<
理
事
>

渡
辺
繁
範
(
初
代
組
合
長
=
鳴
沢
)

小
林
才
一
(
鳴
沢
)
佐
藤
好
蔵
(
同
)
渡
辺
富
明
(

同)
清
水
政
由
(
同
)
渡
辺
久
作
(
大
田

和
)
渡
辺
伝
(
同
)

渡
辺
茂
時
(

同
)

<
監
事
>

渡
辺
庭
朔
(
鳴
沢
)

小
林
為
広
(
同
)
渡
辺
静
憲
(
大
田
和
)

本
村
の
総
合
農
協
が
発
足
し
て
五

ヵ
月
後
の
八
月
十
五
日
の
終
戦
記
念
日
に
、

清
水
政
由
、
渡
辺
和
一
郎
ら
七
人
の
清
算
人
の
鳴
沢
・

大
田
和
の
農
業
会
の
解
散
に
伴
う
財
産
処
理の

報
告
を
兼
ね
て
農
業
会
の
解
散
式
を
行
っ
た
。
そ
の
直
後
、
農
協
が
一
つ
で
は
何
か
と
不



第七章 農林業関係機関と団体

旧鳴沢農業協同組合事務所=鳴沢村鳴沢・昭和
35年撮影

-‒1007-

便
だ
と
す
る
大
田
和
地
区
の
組
合
員
か
ら
鳴
沢
・
大
田
和
の
農
協
分
離
案
が

!提
出
さ

れ
、

同
年
九
月
七
日
、

鳴
沢
農
協
で
臨
時
総
会
が
開

か
れ
、
大
田
和
地
区
選
出
の
理
事
、
監
事
、
組
合
員
の
一
致
し
た
分
離
案
を
認
め
、
定
款
改
正
が
決
議
さ
れ
た
。

こ
れ
に
基
づ
き
、
県
は
十
月
二
十
八
日
付
け
で
分
離
案
に
伴
う
定
款
変
更
と
、
大
田
和
農
業
協
同
組
合
設
立
を
認
可
し
た
。
こ
の
た
め

鳴
沢
農
協
で
は
九
月
十
八
日
、

鳴
沢
単
独
の
理
事
・
監
事
の
選
挙
を
行
い
、

次
の
理
事
七
名
、
監
事
三
名
が
選
出
さ
れ
、
二

代
の
農
業
協

同
組
合
長
に
佐
藤
好
蔵
が
選
ば
れ
た
。

<
理
事
>

佐
藤
好
蔵
(
組
合
長
)

小
林
才
一

小
林
為
広

三
浦
貴
雅

渡
辺
僖
一

小
林
之
男

清
水
政
由

<
監
事
>

小
林
晴
次

小
林
修
多

渡
辺
寅
雄

以
来
、

鳴
沢
地
区
単
独
の
農
業
協
同
組
合
は
、

昭
和
五
十
八
年
一
月
末
日
ま
で
続

い
た
。
そ
の
期

間
、

激
し
く
移
り
変
わ
る
農
業
経
営
の
指
導
的
な
立
場
を
堅
持
し

て
、

酪
農
、

高
原
野
菜
の
生
産
な
ど
の
新
し
い
施
策
を
講
じ
た
。

同
年
二

月
一

日
、

再
び
鳴
沢
・
大
田
和
両
農
協
が
一
本
化
す
る
ま
で
鳴
沢
農
協
の
歴
代
組
合
長
を

つ
と
め
た
人
た
ち
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

<
歴
代
組
合
長
>

佐
藤
好
蔵
(
六
期
・
昭
二
十
九
年
六
月
二
十
四
日
退
任) ▼

渡
辺
頼
恵
(
一
期
・
昭
和

三
十
一
年
四
月
二
十
五
日
退
任) ▼

三
浦
富
作
(二

期
・
昭
和
三
十
六
年
二
月
二
十
五

日
退
任) ▼

渡
辺
善
四
郎

(
三
期
・
昭
和
四
十
三
年
三
月
十
八
日
退
任
)

▼
三

浦
富

作
(
一
期
・
昭
和
四
十
六
年
二
月
二
十
七
日
退
任) ▼

小
林
美
知
(
二
期
・
昭
和
五
十

二
年
三
月
二
日
退
任) ▼

渡
辺
善
四
郎
(
一
期
・
昭
和
五
十
五
年
三
月
十
四
日
退
任
)
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▼
渡
辺
建
一
(
一
期
・
昭
和
五
十
八
年
二
月
合
併
ま
で
就

任)

大
田
和
農
業
協
同
組
合
設
立

前
述
の
経
過
で
分
離
独
立
し
た
大
田
和
農
業
協
同
組
合
は
、
昭
和
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
付
の
農
協
法
第
六
十
条
の
定
款
改
正
に
伴

う
農
協
設
立
の
認

可
が
下
り
て
、

大
田
和
の
旧

農
業
会
事
務
所
で
営
業
を
開
始
し
た
。

組
合
員
数
百
三
十
三

人
、
出
資
金
十
万
六
千
円
、

役
員
は
理
事
七
名
、

監
事
三

名
、

計
十

名
。

創
設
時
の
お
も
な
業
務
は
雑
穀
、
木
炭
の
供
出
事
務
、
生
活
必
需
品
・
資
材
の
配
給
事
務
、
製
粉
・
精
麦
加
工
な
ど
で
あ
っ
た
。

特
に
製
粉
・
精
麦
加
工
は
、

組
合
員
か
ら
の
強
い
要
望
が
あ
っ
て
農
協
直
営
の
加
工
場
を
確
保
す
る
た
め
同
区
の
小
林
亨
と
交
渉
、

同

加
工
場
を
七
十
万
円
で
購
入
し
た
。
と
こ
ろ
が
昭
和
二
十
五
年
二

月
二
十
五
日
未
明
の
出
火
で
加
工
場
・
倉
庫
が
全
半
焼
し
た
。
大
田
和

第
二
区
の
建
築
用
材
の
寄
付
が
あ
っ
て
翌
年
五
月
二
十
七
日
か
ら
加
工
作
業
を
再
開
し
た
。

食
糧
事
情
が
緩
和
さ
れ
る
に
し
た
が
い
大
小
麦
、
ソ
バ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
の
雑
穀
類
の
生
産
が
減
少
し
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
野
菜

栽
培
が
盛
ん
に
な
っ
た
。

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
十
三
日
、
同
農
協
の
指
導
で
大
田
和
小
学
校
に

”こ
ど
も
信
用
組
合
”
が
設
立
さ
れ
、
児
童
に
勤
儉
貯
蓄
思
想

と
経
理
事
務
の
学
習
を
兼
ね
て
普
及
し
、

同
二
十
七
年
十
二

月
、
南
都
留
郡
農
協
連
合
会
主
催
の

農
協
設
立
五
周
年
記
念
式
典
で

同
こ
ど

も
信
用
組
合
は
優
良
信
用
組
合
と
し
て
団
体
表
彰
を
受
け
た
。

同
二
十
八
年
に
は
、

酪
農
振
興
の
た
め
の
エ
ン
シ
レ
ー
ジ
用
サ
イ
ロ
と
集
乳
所
を
建
設
。
同
年
十
二

月
、
種
馬
鈴
薯
の
冬
季
保
管
の
た

め
の
貯
蔵
庫
を
建
設
し
た
。

同
農
協
の
指
導
事
業
と
し
て
生
産
・
生
活
の
二
部
門
を
担
当
、

生
産
面
で
は
野
菜
、

花
、

酪
農
の
改
良
と
普
及
、

生
活
面
で
は
台
所
改

善
、
栄
養
と
健
康
、
文
化
活
動
(
映
画
会
な
ど
)
を
継
続
し
た
。
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同
三
十
三
年
十
一
月
、
酒
類
小
売
販
売
免
許
を
取
得
、

生
活
協
同
組
合
的
な
性
格
を
位

置づ
け

た
。
生
産
面
で
は

同
三
十
六
年
か
ら
ダ

イ
コ
ン
、
短
型
ニ
ン
ジ
ン
、
イ
ン
ゲ
ン
等
の
共
同
出
荷
体
制
を
整
え
、
市
場
価
格
の
調
整
を
は
か
る
た
め
の
貯
蔵
倉
庫
や
野
菜
の
共
同
出

荷
の
た
め
の
ダ
イ
コ
ン
洗
い
施
設
な
ど
を
新
設
し
た
。

昭
和
五
十
二

年
五
月
、

鳴
沢
村
野
菜
出
荷
協
議
会
の
野
菜
集
出
荷
場
が
鳴
沢
と
大
田
和
の
両
農
協
に
併
設
さ
れ
た
。
そ
の
こ
ろ
か
ら

農

産
物
全
般
の
低
迷
期
に
入
っ
た
。
戦
後
の
重
要
農
産
物
で
あ
っ
た
本
村
の
養
蚕
、
雑

穀、
酪
農
、
野
菜
と
も
生
産
調
整
の
対
象
と
な
っ
て

農
業
経
営
の
基
盤
が
揺
ら
ぎ
始
め
た
。

そ
の

間
、
大
田
和
農
協
の
理
事
、
監
事
の
改
選
が
五
回
行
わ
れ
た
。
昭
和
二
十
三
年
十
月

以
降
か
ら
同
五
十
八
年
十
二

月
末
日
ま
で
の
歴
代
組
合
長
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

<
歴
代
組
合
長
>

▼
渡
辺
清
高
(
昭
和
二
十
五
年
三
月
退

任) ▼
渡
辺
久
徳
(
非
常
勤
=
同
二
十
八
年
三
月
退

任) ▼
渡
辺
貴
広
(
非
常
勤
|
同
三
十
四
年
三
月
退

任) ▼
渡
辺
和
一
郎
(
同
六
十
二
年
三
月
ま

で
継
続
)

新
生
‒̶
鳴
沢
村
農
業
協
同
組
合

昭
和
二
十
三
年
十
月
、

大
田
和
農
協
が
鳴
沢
村
農
協
を
離
脱
、
独
自
の
農
協
を
創
設
し
て

か
ら
二
十
五
年
を
経は
た
昭
和

!五
十
七
年
後
半
か
ら

鳴
沢
・
大
田
和
の
対
等
合
併
の
具
体
化
の

方
向
に
歩
み
は
じ
め
た
。
農
協
合
併
は
国
の
方
針
に
基
づ
く
も
の
で
、
農
業
の
活
性
化
を
図

る
た
め
の
農
協
経
営
の
合
理
化
と
近
代
化
の
促
進
が
目
的
で
あ
っ
た
。
山
梨
県
内
の
市
町
村

で
も
農
協
合
併
が
行
わ
れ
た
時
期
で

あ
る
。
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鳴
沢
・
大
田
和
の
設
立
委
員
十
九
名
が
鳴
沢
村
総
合
セ
ン
タ
ー
に
集
合
し
て
鳴
沢
村
農
業
協
同
組
合
設
立
委
員
会
が
発
足
し
た
の
は
昭

和
五
十
八
年
一
月
八
日
で
あ
っ
た
。
当
日
の
議
事
録
に
よ
る
と
、
午
前
十
時
半
、
設
立
委
員
十
八
名

(
欠
席
一
名
)
が
出
席
、
中
央
会
事

務
局
が
設
立
委
員
会
の
次
第
に
つ
い
て
説
明
を
行
い
、

渡
辺
和
一
郎
(
大
田
和
農
協

長)
を
議
長
に
選
出
、
議
事
録
署
名
人
に
三

浦
誠
、

渡
辺
富
士
男
を
指
名
し
て
議
事
に
入
っ
た
。

同
設
立
委
員
長
に
は
渡
辺
和
一
郎
、
副
委
員
長
に
渡
辺
建
一
(
鳴
沢
農
協
長
)
が
選
任
さ
れ
、

新
農
協
の
定
款
、

諸
規
程
の
原
案
の

説

明
、

共
済
規
程
、

農
地
信
託
規

程、
農
業
経
営
受
託
規
程
、

内
国
為
替
取
引
規
程
、

宅
地
等
供
給
事
業
実
施
規

程、
監
査
細
則
に
つ
い
て

の
資
料
に
基
づ
く
説
明
を
行
っ
た
。

さ
ら
に
組
合
員
一
人
に
対
す
る
貸
付
限
度
額
(
一
千
万
円
)、
貸
付
金
利
率
最
高
限
度
年
一
〇
%
、
役
員
報
酬
、
取
引
銀
行

(
山
梨
中
銀
、

大
月
信
用
金
庫
、
都
留
信
用
組

合)
各
連
合
会
へ
の
加
入
、

新
庁
舎
を
建
設
し
て
鳴
沢
・
大
田
和
に
支
所
を
設
置
す
る
な
ど
の
具
体
的
な
協

議
を
し
、
全
員
承
認
し
て
可
決
し
た
。
新
農
協
発
足
に
当
た
り
、
理
事
十
三
名
、
監
事
六
名
を
次
の
よ
う
に
選
任
し
た
。

<
理
事
>

渡
辺
建
一
、
三
浦

誠、
小
林
徳

兆、
小
林
孝

重、
渡
辺
正

明、
渡
辺
善
四
郎
、

梶
原
千
秋
、

渡
辺
和
一

郎、
渡
辺
富
士
男
、
渡
辺
友
三
、
渡
辺
次

夫
、

渡
辺
己
工
、
渡
辺
隆
弥

<
監
事
>

三
浦
保
、
渡
辺
千
勝
、

小
林
善
恵
、
渡
辺
常
雄
、
渡
辺
寿
美
、
渡
辺
芳
明

役
員
の
互
選
で
新
鳴
沢
村
農
協
の
初
代
組
合
長
に
渡
辺
和
一
郎
が
就

任、
専
務
理
事
に
渡
辺
建
一
が
選
ば
れ
た
。

明
け
て
昭
和
五
十
八
年
二

月
一
日
鳴
沢
村
農
業
協
同
組
合
の
創
立
総
会
が
同
村
総
合
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
た
。
新
農
協
の
正
組
合
員
数

は
四
百
一
人
、
準
会
員
三
十
六
人
、
加
入
団
体
十
三
、
合
わ
せ
て
四
百
三
十
七
人
。
出
資
金
四
千
二
百
六
十
五
万
四
千
円

(
内
訳
=
大
田

和
二
千
二
百
三
十
九
万
九
千

円、
鳴
沢
二
千
二
十
五
万
五
千
円
)
、

鳴
沢
・
大
田
和
の
旧
農
協
を
支
所
と
し
て
発
足
し
た
。
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設
立
委
員
会
で
の
決
議
に
伴
い
、
鳴
沢
農
業
協
同
組
合
本
庁
舎
の
建
設
は
、

合
併
二
年
目
の
昭
和
五
十
九
年
三

月
の
通
常
総
会
で
具
体

策
を
検
討
し
、
同
六
十
年
十
二
月
二
十
四
日
、
鳴
沢
村
七
百
十
一
番
地
の
六
一
八
・
八
七
五
平
方
が
の
用
地
に
鉄
骨
二

階
建
て
一
一
三

〇
・
三

六
五
平
方
材
の
新
庁
舎
建
設
に
着
手
し
た
。

総
工
費
一
億
六
千
三
百
万
円
。
一
階
は
事
務
室
、
応
接
室
、

店
舗、

会
議
室
、
倉
庫
。
二
階
は
鳴
沢
公
民

館、
第
一
区
事
務

所、
農
協

本
所
に
分
か
れ
て
い
る
。
建
設
工
事
は
昭
和
六
十
一
年
八
月
三
十
一
日
に
完
成
し
た
。

昭
和
六
十
二

年
三

月二
十
八
日
、
総
合
セ
ン
タ
ー
で
開
か
れ
た
第
四
回
通
常
総
会
で
発

表
し
た
正
組
合
員
は
四
百
十
六

名
、

準
組
合
員

二
十
六
名
、
団
体
十
二
名
、
計
四
百
五
十
四
名
と
な
っ
て
い
る
。
出
資
金
は
一
億
九
百
四
万
四
千
円
に
増
資
し
て
い
る
。

平
均
預
金
額
一
戸
当
た
り
七
百
二
十
九
万
円
、

第
四
回
通
常
総
会
の
発
表
に
よ
る
と
全
組
合
の
農
協
預
金
総
額
は
三

十
三

億
五
千
四
百

二
十
五
万
二
千
円
。
こ
れ
を
四
百
六
十
人
で
割
る
と
、
一
戸
当
た
り
の
平
均
預
金
高
は
七
百
二
十
九
万
一
千
八
百
四
十
七
円
に
な
る
。
農

業
の
先
行
き
の
不
安
と

高
齢
者
社
会
に
対
応
し
て
日
常
生
活
を
自
給
化
し
な
が
ら
貯
金
を
励
行
し
て
い
る
堅
実
な
村
民
性
が
顕
著
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
。

同
総
会
で
組
合
長
に
渡
辺
建
一
(
前
専
務
理
事
)
が
選
任
さ
れ
、
専
務
理
事
に
渡
辺
和
一
郎
(
前
組
合

長)
が
就
任
し
た
。
こ
の
ほ
か

新

理
事
、
監

事が
改
選
さ
れ
、
職
員
の
配
置
替
え
が
行
わ
れ
た
。
現
行
の
農
協
役
員
、
職
員
は
次
の
通
り

<
理
事
>

渡
辺
建
一
(
組
合
長
)、
渡
辺
和
一
郎
(
専
務
理
事
)、

渡
辺
聖
俊
、
渡
辺
米
二
、
渡
辺
正
平
、
小
林
玲
作
、
小
林
昭
輪
、
渡
辺
常
雄
、
三
浦
裕
太

郎
IA、

渡
辺
隆
弥
、
渡
辺
常
雄
、
渡
辺
喜
猶
、
渡
辺
芳
郎

〈
監
事
>

▼
代
表
監
事

三
浦
誠
▼
監
事

渡
辺
勝
市
、
三

浦
祐
松
、
渡
辺
芳
明
、
小
林
静
作
、
渡
辺
寿
美

<
農
協
職
員
>
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▼
管
理
部
長

渡
辺
末
男

業
務
部
長
兼
鳴
沢
支
所
長

渡
辺
茂
富

大
田
和
支
所
長

渡
辺
昭
秀

鳴
沢
支
所
長
代
理

渡
辺
伝
》
職
員

渡

辺
潔
、

渡
辺
邦
美
、
渡
辺
虎
英
、

渡
辺
又
司
、
小
林
工

才、
渡
辺
徳
治
、

渡
辺
好
夫
、
渡
辺
八
代
子
、
三
浦
洋

子、
今
井
悦
子
、

渡
辺
三
千

子、
小

林
か
お
り

そ
の

他
の
団
体
機
関

農
家
の
二
、
三

男
対
策

昭
和
二
十
年
九
月
六
日
、
近
隣
の
西
八
代
郡
上
九
一
色
村
本
栖
の
富
士
ヶ
嶺
郷
拓
植
団
(
池
谷
源
一
団

長)
が
初
の
鍬
入
れ
を
行
っ
た
。

こ
の
折
、
本
村
の
農
家
の
二
、
三
男
が
三
十
人
ほ
ど
入
植
し
て
い
る
。
途
中
で
挫
折
し
た
人
も
い
て
、

同
二
十
三
年
八
月
三
十
一
日
、

富
士
豊
茂
開
拓
農
業
協
同
組
合
(
樋
浦
真
平
組
合
長
)と
し
て
再
発
足
し
た
こ
ろ
は
、
鳴
沢
村
か
ら
入
植
し
た
戸
数
は
二
十
三
戸
で
あ
っ
た
。

旧
軍
人
、
旧
満
州
の
引
き
揚
げ
者
、
復
員
し
て
き
た
農
家
の
二
、
三
男
の
生
き
る
道
し
る
べ
に
な
っ
た
同
開
拓
団
へ
の
入
植
者
募
集
に

始
ま
っ
た
本
村
の
農
業
団
体
加
入
と
同
時
に
養
蚕
組
合
の
充
実
、
村
内
十
二
の
農
事
組
合
の
再
編
成
が
焦
点
と
な
っ
た

。

終
戦
直
後
は
衣
・
食
・
住
す
べ
て
に
困
窮
し
て
い
た
た
め
、

自
家
製
の
絹
製
品

、
緬
羊
の
毛
織
物
は
、
主
食
(
雑
穀
を
含
む
)
に
次
ぐ

貴
重
な
財
産
で
あ
っ
た
。

村
民
の
栄
養
源
と
な
る
緬
羊
、
ヤ
ギ
、

牛
、
ニ
ワ
ト
リ
の
大
量
飼
育
も
立
地
条
件
に
恵
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
産
地
化
す
る
に
は
至

ら
な
か
っ
た
が
、
衣
・
食
・
住
の
緩
和
に
伴
い
、
昭
和
二

十
六
年
ご
ろ
か
ら
新
し
い
農
業
団
体
が
誕
生
し
た
。

農
業
研
究
会
の
発
足

P
e
n

米
の
収
穫
の
代
わ
り
に
陸
稲
、
大
小
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
馬
鈴
薯
な
ど
の
増
産
に
は
各
地
区
の
農
事
組
合
の
リ
ー
ダ
ー
が
新
品
種
を
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取
り
寄
せ
て
普
及
し
、

県
立
岳
麓
農
業
試
験
場
や
県
立
農
業
改
良
普
及
所
の
指
導
で
農
事
組
合
は
農
業
研
究
会
の
色
彩
を
深
め
て
農
業
技

術
の

改
良
に
向
け
て
動
き
出
し
た
。

現
在
、

富
士
北
麓
森
林
組
合
に
合
併
し
て
い
る
鳴
沢
村
木
炭
組

合、
森
林
組
合
も
終
戦
当
時
は
木
炭
の
生
産
で
多
忙
を
き
わ
め
た
が
、

燃
料
が
石
油
に
代
わ
る
と
利
用
度
が
激
減
し
、

昭
和
三
十
年
代
か
ら
減
炭
の
一
途
を
た
ど
っ
た
。

酪
農
組
合

本
村
の
酪
農
は
大
正
六
年
に
十
四
頭
の
和
牛
飼
育
の
記
録
が
あ
る
が
、

飲
料
水
に
事
欠
く
地
理
的
な
理
由
か
ら
酪
農
の
伸
び
は
振
る
わ

ず
、
終
戦
時
に
は
一
頭
の
牛
も
飼
っ
て
い
な
か
っ
た
。

戦
後
の
食
糧
事
情
の
緩
和
で
国
民
の
牛
乳
飲
料
度
が
高
ま
り
、
乳
価
が
上
向
い
た
。
昭
和

二
十
六
年
九
月
、
県
の
あ
っ
旋
で
米
国
産
の
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
種
の
乳
牛
十
三
頭
を
導
入
、
こ

れ
を
契
機
に
鳴
沢
村
酪
農
組
合
(
三
浦
金
勇
組
合

長)
が
創
設
さ
れ
、
三

十
五
戸
の

農
家
が
組

合
に
加
入
し
た
。

昭
和
二
十
八
年
に
は
北
海

道、
静
岡
、
神
奈
川
な
ど
か
ら
新
品
種
の
乳
牛
を
導
入
す
る
な

ど
牛
乳
の
生
産
に
努
め
、
昭
和
三
十
二
年
に
は
百
三
頭
の
乳
牛
を
飼
育
し
た
。
こ
の
年
を
頂

点
に
し
て
乳
価
が
下
落
し
、
酪
農
か
ら
離
れ
て
い
く
農
家
が
ふ
え
、
現
在
、
農
協
酪
農
部
に

所
属
す
る
農
家
は
三

戸
、

一
戸
当
た
り
二
十
～
三
十
頭
と
乳
牛
の
多
頭
飼
育
化
が
目
立
っ
て

い
る
。

昭
和
二

十
年
後
半
ま
で
三

百
ヘ
ク
タ
ー
ル
の
桑
園
も
養
蚕
の
不
振
か
ら
夏
ギ
ク
、
ト
リ
カ

ブ
ト
な
ど
の
花
き
園
芸
に
転
換
し
、
さ
ら
に
高
原
野
菜
の
栽
培
に
変
わ
り
、
養
蚕
・
蚕
種
組
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合
は
消
滅
状
態
で
あ
る
。

農
協
蔬
菜
・
花
き
園
芸
・
酪
農
と
も
独
立
し
た
自
主
組
合
で
運
営
し
て
き
た
が
、
昭
和
五
十
九
年
三
月
、
農
協
部
会
に
編
入
さ
れ
、
花

き
部
会
(
渡
辺
英
部
会
長
)、

蔬
菜
部
会
(
渡
辺
友
美
部
会
長
)、

酪
農
部
会

(三
浦
金
勇
部
会
長
)
に
な
り
、
鳴
沢
・
大
田
和
統
合
の
か
た
ち
で

運
営
し
て
い
る
。

鳴
沢
村
ほ
か
一
町
二
カ
村
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合

恩
賜
林
の

経
過

明
治
四
十
年
八
月
と
同
四
十
三
年
八
月
、
山
梨
県
内
に
大
水
害
が
襲
い
、

有
史
以
来
の
被
害
を
受
け
た
。
宮
内
省
は
、
大
水
害
の
救
済

と
復
興
の
た
め
同
四
十
四
年
三

月
十
一
日
、
県
内
の
二
十
九
万
八
千
二

百
三
町
七
反
七
畝
十
五
分
の
官
有
林
を
県
有
財
産
と
し
て
下
賜
し

た
。
県
で
は
同
年
四
月
一
日
、
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
管
理
規
則
を
施
行
。
大
正
元
年
八
月
十
六
日
付
の
山
梨
県
指
令
乙
第
七
六
号
に
よ

り
南
都
留
郡
鳴
沢
村
外
四

ヵ
村
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
の
設
立
が
認
可
さ
れ
た
。
組
合
事
務
所
は
鳴
沢
村
字
的
場
三
、
一
二
六
番
地
に

建
て
ら

れ
、

鳴
沢
村
字
富
士
山
を
中
心
と
す
る
山
林
を
三
十
四
班
に
分
け
て
総
面
積
六
千
八
百
八
十
九
町
歩
の
入
会
団
体
組
合
と
し
て
県

の
指
導
で
山
林
資
源
の
開
発
と
保
護
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ
た
。
入
会
団
体
の
五
ヵ
村
は
、

鳴
沢
・
大
嵐
・
勝
山
・
小
立
・
船
津
の

各

村
。同

組
合
の
お
も
な
事
業
は
、

植
林
、
伐
採
、
下
草
刈
り
、
林
業
雑
産
物
の
収
益
で
あ
っ
た
が
、
大
正
三
年
十
二
月
十
一
日
付
け
乙
第
二

〇
三
六
号
の
県
指
令
で
設
定
し
た
下
草
採
取
区

域
二

百
九
十
六

町
三

反
四
畝
八
歩
は
、

昭
和
二
十
三
年
六
月
十
日
、

鳴
沢
村
外
四
カ
村
農

民
連
署
の
陳
情
に
よ
り
鳴
沢
村
農
地
委
員
会
は
同
二
十
年
十
一
月
二
十
三
日
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
買
収
手
続
き
を
受
理
、
同
年
六
月
十
三
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日
、

国
家
買
収
を
決
定
し
た
。

同
二
十
四
年
十
二

月
二
十
七
日
、

農
林
大
臣
名
で
鳴
沢
村

ほ
か
四
ヵ
村
に
牧
野
と
し
て
団
体
売
り
渡
し
を
承
認
し
た
。

昭
和
三
十
年
四
月
、
町
村
合
併
促
進
法
に
基
づ
き
大
嵐
村
は
西
浜
村
と
合
併
、
足
和
田

村
と
村
名
が
変
わ
り
、

船
津
村
、

小
立
村
も
翌
年
九

月
、

大
石
、

河
口
両
村
と

合
併
し
て

河
口
湖
町
と
な
っ
た
。
こ
の
た
め
同
保
護
組
合
は
三
十
六
年
七
月
七
日
付
の
県
指
令
第
五

‒
一
〇
四
号
を
も
っ
て
「
鳴
沢
村
ほ
か
一
町
二

ヶ
村
恩
賜
県
有
財
産
保
護
組
合
」
と
改
名

し
た
。

そ
の
こ
ろ
か
ら
富
士
北
ろ
く
の
県
有
林
は
保
養
地
、
別
荘
、
ゴ
ル
フ
場
な
ど
レ
ジ
ャ
ー

産
業
の
最
適
地
と
脚
光
を
浴
び
て
き
た
。

し
か
し
、
恩
賜
県
有
財
産
管
理
条
例
で
は
、
こ
れ
を
保
護
す
る
団
体
に
対
し
て
の
補
償

は
、
樹
木
を
伐
採
、
売
り
払
っ
た
場
合
、
天
然
林
は
二
五
%
か
ら
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
、
人

口
林
の
場
合
は
五
%
。
の
交
付
金
を
出
し
て
い
る
だ
け
で
、

土
地
を
別
荘
地
、

観
光
施
設
に

利
用
す
る
場
合
に
は
、

樹
木
を
伐
採
し
て
転
用
す
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
樹
木
売
却
に
伴
う
交
付
金
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
土
地
か
ら
あ
が

る
収
入
に
つ
い
て

は
、

保
護
団
体
へ
の
交
付
金

は、
交
付
さ
れ
な
い
と
あ
っ
て
昭
和
三
十
九
年
三

月
三
十
一
日
の
県
条
例
第
二
十
号
を
も

っ
て
「
山
梨
県
恩
賜
県
有
財
産
土
地
利
用
審
議
会
」
(
名
取
忠
彦
会
長
)
が
設
置
さ
れ
た
。

同
審
議
会
は
知
事
の
諮
問
を
受
け
、
四
年
半
の
長
期
に
わ
た
り
、
小
委
員
会
、
大
審
議
会
を
合
わ
せ
て
二
十
三
回
の
会
議
が
行
わ
れ
て

昭
和
四
十
三
年
十
二
月
七
日
、

田
辺
国
男
県
知
事
に
審
議
の
結
果
を
答
申
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
県
有
財
産
管
理
条
例
の
改
正
が
行
わ

れ、
同
四
十
八
年
一
月
三
十
一
日
、
田
辺
知
事
と
県
恩
賜
林
保
護
組
合
連
合
会
の
内
藤
登
理
事
長
の
間
で
次
の
よ
う
な
覚
え
書
き
を
交
わ



し
て
解
決
し
た
。

一
、
甲
(
知
事
)

は
、
恩
賜
県
有
財
産
を
高
度
利
用
す
る
に
当
た
り
保
護
団
体
代
表
(
乙
)
の
意
見
を
聴
き
、
当
該
保
護
団
体
の
合
意
が
得
ら
れ
な

か
っ
た
と
き
は
、
開
発
事
業
を
行
わ
な
い
。

一、
甲
は
、
本
条
例
第
五
条
に
基
き
交
付
金
の
交
付
率
を
決
定
す
る
に
当
た
っ
て
は
、

管
理
条
例
第
四
十
八

条
の
規
定
の
例
に
よ
り
二

五
%
を
基
準

と
し
て

措
置
す
る
こ
と
。

一
、
甲
と
乙
は
、

本
条
例
施
行
後
、
乙
お
よ
び
こ
の
当
該
保
護
団
体
と
の
諸
問
題
の
処
理
に
当
た
っ
て
は
信
義
に
従
い
、
誠
実
か
つ
円
満
に
解
決
す

る
よ
う
双
方
で
協
力
し
合
う
こ
と
。

県
お
よ
び
各
恩
賜
林
保
護
組
合
で
交
わ
し
た
覚
え
書
き
は
、
山
林
資
源
の
保
護
と
同
時
に
観
光
、

別
荘
な
ど
の
保
養
施
設
、

体
育
向
上

の
た
め
の
諸
施
設
を
整
え
る
高
度
利
用
の
軌

跡
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
の
テ
ス
ト
ケ
ー
ス
に
な
っ
た
の
が
鳴
沢
村
字
富
士
山
の
同
保
護
組
合

所
有
地
の
一
九
六
・
八
九
五
ヘ
ク
タ
ー
ル
で
あ
る
。

1

こ
の
土
地
は
大
正
五
年
六
月
八
日
、

県
か
ら
不
要
存
置
売
払
の
許
可
を
得
て
、

県
か
ら
同
保
護
組
合
に
移
転
登
記
し
た
土
地
で
あ
る
。

こ
れ
を
小
作
者
(
組
合

員)
に
、

五
十
年
間
の
契
約
で
林
地
、

農
耕
地
と
し
て
貸
与
し
て
き
た
。
そ
の
期
限
が
昭
和
四
十
一
年
十
二

月
三

十
一
日
ま
で
で
あ
る
。
借
地
期
間
の
満
了
を
控
え
た
同
三
十
六
年
十
一
月
、
組
合
側
は
、

組
合
所
有
地
貸
付
条
例
を
公

布 、
全
借
地
者
に

対
し
、
期
限
ま
で
に
返
地
す
る
よ
う
通
告
し
た
。

河
口
潮
町
船
津
、

富
士
観
光
開
発
株
式
会
社

(
志
村
寛
社
長
)
は
、
借
地
返
還
を
期
に
全
組
合
所
有
地
を
買
い
上
げ
た
い
意
向
を
組
合

議
会
に
提
出
し
た
。

同
組
合
は
、

貸
地
処
理
委
員
会
を
構
成
し
て

借
地
者
な
ど
の
意
見
を
ま
と
め
て
昭
和
四
十
一
年
五
月
七
日
の
組
合
議
会
で
同
処
理
委
員

会
の
答
申
通
り
「
組
合
所
有
地
の
借
地
人
に
対
し
六
割
補
償
を
し
て
、

借
地
権
を
消
滅
、
全
所
有
地
を
売
却
す
る
」
旨
を
議
決
し
た
。
組

合
所
有
地
処
分
に
つ
い
て
は
関
係
町
村
議
会
の
同
意
を
得
る
と
同
時
に
、

借
地
期
間
ま
で
に
小
作
者
の
責
任
に
お
い
て
立
木
を
処
分
す
る
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な
ど
を
通
告
し
た
。

土
地
売
却
に
つ
い
て
は
公
売
入
札
方
法
を
と
り
、
同
年
九
月
九
日
、

最
高
入
札
者
の

富
士
観
光
開
発K K

が
三
・
三
平
方
財

当
た
り
二

千
円
で
売
買
契
約
が
成
立
。
合
わ
せ
て
十
三
億
四
千
九
百
五
十
一
万
四
千
円
が
組
合
を
通
し
て
支
払
わ
れ
た
。

そ
の
う
ち
八
億
五
千
余
万
円
は
借
地
人
の

補
償
料
と
し
て
支
払
わ
れ
、

残
る
五
億
七
千
余
万
円
は
河
口
湖
南
中
学
校
建
設
資

金、
福
祉

会
館
建
設
費
な
ど
に
使
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

世
界
の
富
士
山
と
し
て
、
自
然
林
の
保
護
を
基
調
と
し
な
が
ら
も
観
光
関
発
は
着
実
に
進
め
ら
れ
、
富
士
観
光
開
発
K K

で
買
収
し
た

組
合
所
有
地
は
、
富
士
桜
別
荘
村
、
ゴ
ル
フ
場
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
。

昭
和
六
十
一
年
十
二
月
に
オ
ー
プ
ン
し
た
富
士
観
光
開
発
株
式
会
社
(
志
村
哲
良
社

長)
の
人
工
雪
施
設
完
備
の
天
神
山
ス
キ
ー
場
は
、

鳴
沢
村
字
富
士
山
八
五
四
五
‒一
一
の
地
籍
に
該
当
す
る
県
有
林
、
村
有
林
、
部
分
林
を
含
め
た
約
六
十
五
万
平
方
メ
の
天
然
林
。
こ
れ
ら

の
用
地
を
同
会
社
が
借
地
と
し
て
県
お
よ
び
鳴
沢
村
ほ
か
一

町二
ヵ
村
、

同
保
護
組
合
議
会
の
同
意
を
得
て
同
六
十
一
年
二

月
十
四
日
、

三
ヵ
年
更
新
で
年
間
八
百
六
万
円
(
一
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
六
十
五

円)
の

借
地
料
を
支
払
う
契
約
が
成
立
し
、

京
浜
地
方
か
ら
一
番
近

い
ス
キ
ー
場
が
富
士
北
ろ
く
の
原
生
林
の
中
に
誕
生
し
た
。

同
保
護
組
合
の
現
況

昭
和
六
十
二

年
五
月
十
三

日
、

同
保
護
組
合
(
渡
辺
譲
組
合

長)
の
定
期
総
会
が
開
か
れ
、
六
十
一
年
度
の
決
算
、
事
業
報
告
、

六
十

二
年
度
予
算
、

事
業
計
画
な
ど
を
審
議
、
四
年
任
期
の
組
合
議
員
十
八
名
の
改
選
が
行
わ
れ
、

次
の
各
氏
が
選
出
さ
れ
た
。

<
鳴
沢
>

渡
辺
月
丸

渡
辺
聖
貴
雄

渡
辺
幸
美

小
林
玲
作

<
大
嵐
>

朝
比
奈
弘

渡
辺
洋
吉

<
小
立
>

渡
辺
毅

小
林
譲

流
石
誠
一

渡
辺
君
郎

(
渡
辺
譲
組
合

長)
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<
船
津
>

小
佐
野
昭
二

小
佐
野
常
夫

平
井
邦
男

比
留
間
富
雄

小
佐
野
岩
雄

<
勝
山
>

小
佐
野
亀
雄

小
佐
野
友
一

在
原
岩
雄

昭
和
六
十
一
年
度
の
決
算
報
告
書
に
よ
る
と
、

同
保
護
組
合
の
お
も
な
収
入
源
は
、

同
四
十
八
年
か
ら

開
設
し
て
い
る
県
営
富
士
山
有

料
道
路
沿
い
の
樹
海
台
、
大
沢
、
御
庭
な
ど
四

ヵ
所
の
売
店
で
販
売
す
る
盆
栽
売
り
上
げ
三
千
五
百
七
十
九
万
円
が
ト
ッ
プ
。
つ
ぎ
に
県

で
交
付
す
る
造
林
補
助
金
千
百
五
十
九
万
円
、
伐
採
労
務
費
七
百
六
十
一
万
円
、
カ
ラ
マ
ツ
、
シ
ラ
ベ
、
ゴ
ヨ
ウ
マ
ツ
、
イ
チ
イ
、
ブ
ナ

な
ど
の
植
え
木
販
売
総
額
六
十
四
万
八
千
円
な
ど
天
然
資
源
に
恵
ま
れ
た
本
村
お
よ
び
周
辺
の
町
村
は
、
恩
賜
県
有
財
産
を
保
護
、
育
成

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
限
の
恩
恵
を
受
け
て
い
る

。

明
治
四
十
四
年
十
一
月
か
ら
昭
和
六
十
二
年
五
月
現
在
ま
で
七
十
六
年
間
の
歴
代
組
合
長
は
次
の
人
た
ち
で
あ
る
。

<
歴
代
組
合
長
>

▽
明
治
四
十
四
年
十
一
月
～
大
正
元
年
十
月

▽
昭
和
十
年
九
月
～
同
十
八
年
九
月

初
代
組
合
長

相
沢
信
明
(
小
立
村
)

七
代
組
合
長

渡
辺
為
祐
(
大
嵐

村)

▽
大
正
元
年
十
月
～
十
二

月
▽
昭
和
十
八
年
十
月
～
同
二
十
二
年
十
月

二
代
組
合
長

外
川
喜
太
郎
(
船
津
村
)

八
代
組
合
長

渡
辺
利
助
(
船
津
村
)

▽
大
正
二
年
一
月
～
同
十
四
年
二
月

▽
昭
和
二
十
二
年
十
一
月
～

同
二
十
三

年
二
月
(
死

亡)

三
代
組
合
長

小
佐
野
治
助
(
勝
山
村
)

九
代
組
合
長

坂
本
龍
造
(
小
立
村
)

▽
大
正
十
四
年
三
月
了
昭
和
四
年
三
月

▽
昭
和
二
十
三
年
四
月
～

同
二
十
七
年
四
月

四
代
組
合
長

渡
辺
宗
太
郎
(
鳴
沢

村
)

十
代
組
合
長

渡
辺
材
吉
(
小
立
村
)

▽
昭
和
四
年
四
月
～
同
八
年
四
月

▽
昭
和
二
十
七
年
四
月
～
同
三
十
一
年
四
月

五
代
組
合
長

渡
辺
桂
次
郎
(
鳴
沢

村
)

十
一
代
組
合
長

渡
辺
達
誉
(
鳴
沢
村
)

▽
昭
和
八
年
五
月
～
昭
和
十
年
七
月
(
死
亡
)

▽
昭
和
三
十
一
年
五
月
～

同
三
十
二
年
九
月

六
代
組
合
長

渡
辺
桂
次
郎
(

同)
十
二
代
組
合
長

井
出
重
作
(
河
口
湖
町
船

津
)



第七章 農林業関係機関と団体

-1019-

▽
昭
和
三
十
二
年
九
月
～

同
三
十
四
年
四
月

十
七
代
組
合
長

渡
辺
久
吉
(
河
口
湖
町
小

立
)

十
三
代
組
合
長

梶
原
武
一
郎
(
同
)

▽
昭
和
四
十
八
年
二
月
～
同
五
十
二
年
二
月

▽
昭
和
三
十
四
年
九
月
～
同
三
十
八
年
九
月

十
八
代
組
合
長

山
中
重
広
(
同
)

十
四
代
組
合
長

渡
辺
永
作
(
河
口
湖
町
小

立
)

▽
昭
和
五
十
二
年
二
月
～
同
五
十
七
年
十
月
(
二
期
)

▽
昭
和
三
十
八
年
十
月
～
同
四
十
二
年
十
月

十
九
代
組
合
長

渡
辺
才
助
(
河
口
町
船

津
)

十
五
代
組
合
長

小
佐
野
久
明
(
河
口
湖
町
船

津
)

▽
昭
和
五
十
七
年
十
月
～
同
六
十
一
年
七
月

▽
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
～
同
四
十
六
年
十
月

二
十
代
組
合
長

渡
辺
正
明
(
鳴
沢
村
)

十
六
代
組
合
長

小
林
利
隆
(
鳴
沢
村
)

▽
昭
和
六
十
一
年
十
月
～
現
在

▽
昭
和
四
十
六
年
十
一
月
～
同
四
十
八
年
二
月

二
十
一
代
組
合
長

渡
辺
譲
(
河
口
湖
町
小
立
)
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商
工
業
団
体

本
村
の
商
工
業
団
体
は
、
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
十
三
日
に
発
足
し
た
河
口
湖
商
工
会
(
外
川
房
雄
会

長 )
に
所
属
し
て
い
る
。

同
商
工
会
は
、
南
都
留
郡
阿
口
湖
町
、
勝
山
村
、
足
和
田
村
、
鳴
沢
村
の
一
町
三
ヵ
村
の
商
工
業
者
が
大
同
団
結
し
て
ス
タ
ー
ト
。
河

口
湖
町
船
津
二
〇
八
八
番
の
二
に
組
合
事
務
所
を
置
き
、
渡
辺
誠
経
営
指
導
員
ら
現
在
八
人
の
職
員
が
い
る
。

発
足
当
時
、
会
員
数
四
百
人
だ
っ
た
が
、
現
在
で
は
千
百
人
に
ふ
え
た
。
そ
の
う
ち
鳴
沢
村
の
会
員
数
は
六
十
二
人
。
未
加
入
者
十
八

人
を
含
め
る
と
本
村
の
商
工
業
者
は
、
八
十
人
に
達
し
て
い
る
。

本
村
の
商
工
業
者
の
内
訳
は
▽
卸
・
小
売
業
者
二
十
三
人
▽
建
設
業
二
十
九
人
▽
サ
ー
ビ
ス
業

(
旅
館
・
民
宿
を
含
む
)
十
三
人
▽
製
造

業
十
一
人
▽
農
林
水
産
業
三
人
▽
運
輸
通
信
業
一
人
。

同
商
工
会
の
役
員
は
、
正
副
会

長三
人
の
ほ
か
に
理
事
二
十
二

人
、
監
事
二

人
。
鳴
沢
村
の
商
工
業
者
を
代
表
し
て
発
足
以
来
か
ら
六

年
間
理
事
を
務
め
て
い
た
渡
辺
寅
雄
(
鳴
沢
・
お
き
む
ら
や
店
主
)
の
ほ
か
、
昭
和
三
十
五
年
十
二
月
十
三
日
、
監
事
に
就
任
、
同
四
十
二

年
五
月
二
十
五
日
理
事
に
就
任
し
、
現
在
も
役
員
を
継
続
し
て
い
る
渡
辺
伸
(
大
田
和
・
大
和
屋
店

主)
の
ほ
か
同
五
十
八
年
五
月
十
九
日
、

理
事
に
就
任
し
た
清
水
延
秋
(
鳴
沢
・
印
刷
業
)
の
両
名
が
本
村
の
代
表
理
事
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
。

昭
和
二
十
五
年
四
月
一
日
、
中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
が
施
行
さ
れ
る
前
の
本
村
の
商
工
業
者
は
、

商
工
団
体
ら
し
い
機
関
は
な
く
、

個
々
バ

ラ
バ

ラ
に
経
営
し
て
き
た
。
昭
和
三
十
五
年
十
二

月、
同
商
工
会
に
加
盟
し
て
か
ら
低
利
資
金
の
貸
付
、
商

品 、
資
材
の
流
通
機

構
の
円
滑
化
、
経
営
指
導
、
労
災
保
険
加
入
手
続
き
な
ど
商
工
業
の
近
代
化
経
営
に
大
き
く
前
進
し
た
。

(
坂

本
徳

一
)
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